
長崎市公民館条例

東公民館

区

西公民館

分＼

南公民館

北公民館

滑石公民館

香焼公民館

①5%時単価

外海公民館

三和公民館

100~1,900円

戸石地区公民館

300~フ,530円

日見地区公民館

300~フ,530円

茂木地区公民館

300~フ,530円

大浦地区公民館

現行(8%時単価)

300~フ,530円

福田地区公民館

250~36,000円

三重地区公民館

追加資料教育厚生委員会

410~3,910円

高浜地区公民館

102~1,954円

840~21,000円

野母地区公民館

308~フ,744円

300~フ,530円

野母崎樺島地区

公民館

308~フ,744円

300~フ,530円

308~フ,744円

改正後(10%単価)

①X 110/105

300~フ,530円

脇岬地区公民館

308~フ,744円

257~37,028円

300~フ,530円

出津地区公民館

300~フ,530円

黒崎地区公民館

421~4,021円

864~21,600円

300~フ,530円

蚊焼地区公民館

104~1,990円

為石地区公民館

308~フ,744円

314~フ,認7円

100~420円

300~フ,530円

川原地区公民館

308~フ,744円

314~フ,8釘円

314~フ,887円

308~フ,744円

300~フ,530円

308~フ,744円

314~フ,887円

※内税については、消費税5%の時点の単価に105分の 110を乗じた額とし、円未満の

端数については切り捨てる。ただし、施設入館料等及ぴ機械機器により徴収する使用

料については、10円単位の転嫁とし、10円未満の端数は切り捨てる。

261~37,714円

308~フ,744円

100~420円

300~フ,530円

429~4,096円

308~フ,744円

認0~22,000円

300~フ,530円

102~432円

840~2,620円

314~フ,認7円

308~フ,744円

※平成26年4月1日に5%→8%へ転嫁した際、端数を切り捨てていることから、より

正しい転嫁を行うため、 8%→10%ではなく、5%→10%の転嫁を行うこととする。

840~2,620円

314~フ,能7円

308~フ,744円

840~2,620円

314~フ,8釘円

314~フ,8釘円

102~432円

308~フ,744円

314~フ,887円

308~フ,744円

314~フ,887円

864~2,694円

104~440円

864~2,的4円

314~フ,8釘円

864~2,694円

314~フ,8釘円

104~440円

314~フ,887円

314~フ,887円

880~2,744円

舶0~2,744円

880~2,744円

1


